
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ま
つ
い
皮
ふ
科

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
二
日

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
五

医
療
法
人
サ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

岡
山
市
中
区
中
井
二
丁
目
一
五
番
一
三
号

医
療
法
人
　
ま
つ
お
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
上
中
野
一
丁
目
一
六
番
一
七
号

清
藤
医
院

〃

岡
山
市
中
区
平
井
四
︱
二
〇
︱
一
五

く
に
か
た
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
五

さ
と
う
フ
ァ
ミ
リ
︱
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
五

み
な
お
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
五

小
塚
内
科

〃

岡
山
市
北
区
磨
屋
町
一
〇
︱
二
〇
磨
屋
町
ビ
ル
二
階



8




4




28




名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

新
倉
敷
ピ
︱
チ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
五
一
三
番
地

平
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
日

津
山
市
東
一
宮
四
三
︱
一
二

医
療
法
人
　
玉
野
中
央
病
院

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

玉
野
市
築
港
一
︱
一
五
︱
三

医
療
法
人
　
千
水
会
　
び
ぜ
ん
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

〃

備
前
市
伊
部
字
田
井
山
一
二
五
九
︱
一

医
療
法
人
武
鶴
会
　
平
本
胃
腸
科
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

倉
敷
市
真
備
町
川
辺
一
八
三
四
︱
五



健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

今
保
フ
ァ
ミ
リ
︱
歯
科

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

岡
山
市
北
区
今
保
二
四
四
︱
八

か
わ
い
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
五

立
花
歯
科

〃

岡
山
市
中
区
中
納
言
町
七
︱
二
一

Ｄ
ａ
ｉ
ｓ
ｙ
　
Ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｃ
ｌ
ｉ
ｎ
ｉ
ｃ

〃

岡
山
市
北
区
津
島
本
町
三
︱
二
三

た
い
矯
正
歯
科

〃

岡
山
市
北
区
青
江
五
︱
一
︱
一
　
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
青

江
三
Ｆ

け
し
ご
や
ま
ビ
︱
ン
ズ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
東
区
西
大
寺
松
崎
一
六
二
︱
一
一

海
の
も
り
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

玉
野
市
宇
野
四
丁
目
一
〇
︱
一
〇
玉
野
土
建
ビ
ル
三

階



８




４
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
　
北
長
瀬
店

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
二
日

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三
丁
目
二
番
一
号

エ
ス
マ
イ
ル
薬
局
お
お
ふ
く
店

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

岡
山
市
南
区
大
福
三
九
三
︱
一

小
野
薬
局
宇
野
店

〃

玉
野
市
宇
野
一
︱
一
二
︱
二
五

か
さ
お
か
薬
局

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
日

笠
岡
市
笠
岡
五
八
九
一
︱
一
一

ピ
ノ
キ
オ
薬
局

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

井
原
市
井
原
町
一
二
六
︱
一



４
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